
公益社団法人
日本グラウンド・ゴルフ協会

この法人は、我が国におけるグラウンド・ゴルフ界
の統括に関する事業を行い、これを代表する団体
として、グラウンド・ゴルフの普及振興を図り、もっ
て国民の体力の向上、心身の健全な発達と生涯ス
ポーツの振興に寄与することを目的とする。

１．目的

昭和58年 7月27日 創立
平成 6年11月10日 法人認可
平成 7年 3月14日 財団法人日本体育協会加盟
平成22年11月 1日 公益社団法人移行
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２．組織
（１） 職員数 ４名（常勤・正規）

（２） 役員数

理事 １９名

＊理事の構成年齢

監事 ２名

会計監査人 ２名

（３） 役員の再任回数又は在任期間の制限に係る規定の有無 【無】

（４） 役員の年齢制限や定年に係る規定の有無 【無】

外部理事 女性理事

常勤理事 1 名 1 0
非常勤理事 18 名 6 4

50歳代 60歳代 70歳代 80歳代
3 4 8 4



３．平成30年度予算

約２億２００万円



４．登録会員者数

約１６万５千人（平成31年2月20現在）

 -
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10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
男 10 32 104 248 527 7,819 52,567 36,867 1,720
女 12 29 33 86 292 6,081 38,031 19,573 619

構成状況
男 女



会員構成状況



登録会員推移



【参考】





「スポーツ団体ガバナンスコードの策定に係る論点（案）」に対する見解 

 

公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会 

 

日本グラウンド・ゴルフ協会（以下「日本協会」という）は、４７都道府県グラウンド・ゴルフ協会（以下「地方協会」とい

う）をもって構成されますが、その運営に関する基本的事項は地方協会から選出された委員による４つの専門委員会

でそれぞれの所管事項について協議し、それを外部理事の意見も徴しながら 理事会で慎重審議し、最終的には地

方協会会長を正会員とする総会において決定します。常に組織としての意志が反映されるよう自律的・自治的で公

平・公正な運営を心掛けているところです。なお約１６万５千人の会員を擁する日本協会の事業執行と事務処理は４

名の女性事務職員が担っています。 

スポーツ・インテグリティー部会から示されました標題の論点（案）に列記されました各種規程の策定や体制の構築

は、昨今、中央競技団体で生じている不祥事などからすれば十分に理解はできますが、すべてのスポーツ団体へこ

れだけ多岐にわたる事柄への対応を求めることは、少人数の職員で事務処理等に当たっている弱小団体にとりまし

ては、過大な求めと受けとめざるを得ないように感じる点もあります。 

スポーツ団体が守るべき行動規範を策定することに何ら異を唱えるものではありませんが、多様な組織 体制が存

在する我が国のスポーツ界に相応しくしかもいずれの団体においても遵守できるガバナンスコードを委員の皆様の

叡智を結集して策定していただきたいと思います。 

 

１．組織運営に関する基本計画の策定 

  ここに列記されている項目を策定することは重要なことでありますが、全てのスポーツ団体に共通するものとも思

われますので、モデル的なものを部会から示していただければ幸いです。 

 

２．理事の任期、再任回数の制限、定年制 

  日本協会が他のスポーツ団体と明らかに異なるのは、会員は７０～８０歳代が大半であることです。  日本協会

及び地方協会の役員構成、任期、定年にはそのことが強く反映されていることをご理解ください。 

 

３．理事構成の多様性 

  現在、外部理事は弁護士、医師、大学教授、行政経験者、企業出身者など多様な人材で構成しており、それらの

方々の専門的知見を協会運営に生かしています。一方、全国の会員の意志を反映することも組織運営上重要な

ため、現在数程度の内部理事の選任は必要と考えます。 

 

４．役員の選出方法、適正な報酬 

  役員の公募については、これまで組織内での議論で必要性などが提起されたことはありませんが、そのことがスポ

ーツ界での趨勢となれば検討することは有り得ます。報酬は総会で審議し適正な額を決定する規程となっていま

す。 

 

５．組織運営等に必要な規程等の整備 

  現時点で現有の組織運営に関する規程以上のものの制定は考えていません。代表選手を選考することも実態と

してありませんので、選手の権利利益を保護する規程の整備も必要性は感じません。 



６．コンプライアンス委員会の設置 

  冒頭述べましたが、日本協会に委員会を新設して人員や予算を配分することには無理がありますので、既存の総

務委員会（各委員会の議案を総括して理事会に諮る機関）に、その機能を託したいと考えます。 

 

７．コンプライアンス教育の実施 

  多くの弱小団体の役職員等を対象としたコンプライアンス教育は、例えば、スポーツ庁やＪＳＰＯ，  ＪＯＣなどが

共催で実施されるシステムを構築いただくのも一つの方途ではないかと考えます。 

 

８．法務・会計に係る事務体制の構築 

  法務・会計に係る問題が生じたときは、上記６と同様の対処をしたいと考えます。 

  現在、法務的なことは顧問弁護士、会計に関しては、会計事務所に日常的な経理処理を、そのチェックは委嘱し

ている国家資格を有する税理士、会計士、会計監査人に託しています。いずれも専門家に委ねることで不都合は

生じておらず、新たな事務体制の構築の必要性は感じていません。 

 

９．情報開示 

  財務情報は、日本協会の機関誌とホームページを通じて会員はもとより社会へ広く開示しています。 

  役職員の選任規定は、前述した委員会、理事会、総会などの場で明示しており、組織内では共有されていますが、

ガバナンスコードで共通的な事項が示されれば、それを踏まえて対処したいと考えます。 

 

10．利益相反ポリシーの作成等 

  利益相反ポリシーの作成や利益相反検討委員会の設置も、社会を賑わしたスポーツ界の不祥事に鑑み 盛り込

まれた事項と思いますが、日本協会にとってその必要性があるかどうかは今後とも組織内で協議し、ガバナンスコ

ードへ具体的な内容が記述されれば、その内容を踏まえて対処していきたいと思います。 

 

11．通報制度の構築 

  現在の事務体制で地方協会や全国の会員からの各種照会、意見具申などに対応していますが、これに  加え、

通報窓口を別途設ける必要性があるほどの不適切な事例が生じるようになった場合には、当然通報制度の整備を

図るべきであることは言うまでもありません。その時は適切に対処したいと考えます。 

 

12．懲罰制度の構築 

13．紛争解決制度の構築 

14．危機管理、不祥事対応体制の構築 

  上記の３項目については、いずれも 10 と同様の考え方です。 

 

15．地方組織への指導助言、支援、連携強化 

  定款上、日本協会と地方協会は上下関係にはありませんが、スポーツ庁をはじめ中央のスポーツ機関・団体など

の動向把握や各種情報の入手などにおいて日本協会は地方協会より優位な立場にありますので、指導助言や支

援、連携強化などの機能は適切に果たしていきたいと思います。 


